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教
科
書
検
定
手
続
と
行
政
手
続
法
 
 

本
稿
は
、
行
政
手
続
法
お
よ
び
行
政
手
続
法
の
基
本
的
な
考
え
方
か
ら
見
た
場
合
の
教
科
書
検
定
手
続
の
問
題
性
を
明
ら
か
に
し
、
 
 

も
っ
て
教
科
書
検
定
制
度
の
領
域
に
お
い
て
も
行
政
手
続
法
、
ひ
い
て
は
法
治
主
義
原
則
を
実
効
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

周
知
の
よ
う
に
、
教
科
書
検
定
に
関
し
て
は
、
実
体
お
よ
び
手
続
の
両
面
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
実
体
的
側
面
か
ら
 
 

い
え
ば
、
国
民
の
教
育
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
親
・
教
師
の
教
育
の
自
由
か
国
の
教
育
内
容
決
定
権
か
、
表
硯
の
自
由
（
検
閲
の
禁
止
）
 
 

と
学
問
の
自
由
に
対
す
る
関
係
の
ほ
か
、
と
り
わ
け
法
治
主
義
原
則
と
の
関
係
、
な
か
で
も
法
律
の
根
拠
（
委
任
）
 
の
問
題
が
争
わ
れ
 
 

l
）
 
 

て
き
た
。
山
方
、
手
続
的
側
面
に
お
い
て
は
、
教
科
書
検
定
手
続
と
憲
法
上
の
適
正
手
続
と
の
関
係
い
か
ん
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
。
 
 
 

と
は
い
え
、
こ
れ
ら
一
連
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
家
永
教
科
書
検
定
訴
訟
の
上
告
審
判
決
 
（
最
高
裁
判
所
平
成
五
年
三
月
一
 
 

六
日
判
決
民
集
四
七
巻
五
号
三
四
人
三
頁
）
 
に
よ
り
、
一
応
の
決
着
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
く
に
法
治
主
義
原
則
違
反
の
疑
 
 
 

は
じ
め
に
 
 

小
 
 
山
 
 
正
 
 
善
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l
一
 
 
 

義
に
関
し
て
は
、
高
等
学
校
に
準
用
さ
れ
る
学
校
教
育
法
二
一
条
一
項
 
（
現
在
の
三
四
条
一
項
）
 
が
、
「
文
部
大
臣
が
検
定
権
限
を
有
す
 
 

る
こ
と
、
学
校
に
お
い
て
は
検
定
を
経
た
教
科
書
を
使
用
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
検
定
の
主
体
、
効
果
を
規
 
 

定
し
た
も
の
と
し
て
、
本
件
検
定
の
根
拠
規
定
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
し
、
検
定
の
審
査
内
容
と
基
準
な
ら
び
に
検
定
手
続
を
定
め
 
 

る
検
定
規
則
 
（
文
部
省
令
）
 
と
検
定
基
準
 
（
同
省
告
示
）
 
は
、
教
育
基
本
法
と
学
校
教
育
法
と
い
う
「
関
係
法
律
か
ら
明
ら
か
な
教
科
 
 

書
の
要
件
を
審
査
の
内
容
及
び
基
準
と
し
て
具
体
化
し
た
も
の
」
 
で
、
「
そ
う
だ
と
す
る
と
、
文
部
大
臣
が
、
学
校
数
育
法
八
八
条
［
現
 
 

在
の
一
四
二
条
と
同
旨
］
 
の
規
定
 
（
：
‥
）
 
に
基
づ
い
て
、
右
審
査
の
内
容
及
び
基
準
並
び
に
検
定
の
施
行
細
則
で
あ
る
検
定
の
手
続
 
 

を
定
め
た
こ
と
が
、
法
律
の
委
任
を
欠
く
と
ま
で
は
い
え
な
い
」
、
と
さ
れ
た
。
他
方
で
、
適
正
手
続
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、
「
本
件
 
 

検
定
に
よ
る
制
約
は
、
思
想
の
自
由
市
場
へ
の
登
場
と
い
う
表
現
の
自
由
の
本
質
的
な
部
分
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
教
育
の
 
 

中
立
・
公
正
、
∵
冠
水
準
の
確
保
等
の
高
度
の
公
益
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
 
こ
と
、
「
教
育
的
、
学
術
的
な
専
門
家
」
 
 

を
委
員
と
す
る
教
科
用
回
書
検
定
調
査
審
議
会
の
答
申
に
基
づ
い
て
合
否
の
決
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
、
不
合
格
決
定
通
知
書
に
は
不
合
 
 

格
理
由
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
総
合
勘
案
す
る
と
、
審
議
手
続
が
非
公
開
で
あ
り
、
不
合
格
決
定
に
先
だ
つ
告
知
・
弁
解
・
 
 

防
御
の
機
会
が
与
え
ら
れ
ず
、
理
由
の
提
示
も
一
部
に
と
ど
ま
っ
た
と
し
て
も
、
「
そ
の
こ
と
の
故
を
も
っ
て
直
ち
に
、
本
件
検
定
が
憲
 
 

法
三
一
条
の
法
意
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
と
判
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

教
科
書
検
定
の
法
律
上
の
根
拠
 
（
委
任
）
 
と
と
も
に
、
検
定
手
続
の
憲
法
三
一
条
と
の
適
合
性
を
首
肯
す
る
見
解
が
そ
の
後
の
教
科
 
 

〔
ヮ
二
 
 

書
検
定
訴
訟
判
決
で
も
く
り
返
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
教
科
書
検
定
の
法
的
問
題
点
は
判
例
の
う
え
で
は
決
着
し
た
か
に
見
え
る
。
そ
 
 

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
規
制
改
革
の
推
進
と
い
う
政
治
政
策
的
要
請
の
も
と
で
改
め
て
取
り
あ
げ
ら
れ
、
「
一
層
の
透
明
化
」
を
求
 
 

め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
 
（
二
田
参
照
）
。
 
 
 

以
下
、
教
科
書
検
定
と
法
治
主
義
原
則
、
な
か
で
も
法
律
の
根
拠
 
（
委
任
）
 
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
一
連
の
教
科
書
検
定
 
 

訴
訟
判
決
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
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一
教
科
書
検
定
と
法
律
の
根
拠
 
（
委
任
）
 
 

〔
3
」
 
 
 

最
初
に
、
教
科
書
検
定
の
審
査
の
内
容
ま
た
は
権
限
、
審
査
の
基
準
お
よ
び
検
定
の
手
続
が
法
律
で
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
 

と
す
る
主
張
が
、
教
科
書
検
定
訴
訟
判
決
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
た
か
を
見
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
有
り
体
に
い
え
ば
、
 
 

検
定
手
続
が
法
律
で
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
否
か
は
、
本
稿
の
主
題
に
直
接
関
わ
る
問
題
だ
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

㈲
 
家
永
教
科
書
検
定
訴
訟
判
決
の
先
駆
け
を
な
し
た
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
四
五
年
七
月
一
七
日
判
決
（
行
裁
例
集
二
一
巻
七
号
 
 

別
冊
一
頁
。
第
二
次
訴
訟
第
一
審
判
決
）
 
は
、
原
告
の
主
張
す
る
教
科
書
検
定
制
度
の
憲
法
三
一
条
違
反
、
法
治
主
義
原
則
違
反
に
つ
 
 

い
て
、
告
知
・
聴
聞
等
の
手
続
が
憲
法
三
一
条
か
ら
と
い
う
よ
り
も
法
治
主
義
 
（
法
律
に
基
づ
く
行
政
）
 
原
則
か
ら
要
請
さ
れ
る
と
し
 
 

つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
い
た
。
 
 

法
治
主
義
（
法
律
に
基
づ
く
行
政
）
 
の
原
則
に
お
い
て
は
、
「
お
よ
そ
公
権
力
の
行
使
た
る
行
政
は
、
国
会
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
 
 
 

法
律
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
と
に
国
民
の
権
利
義
務
に
関
す
る
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
法
律
に
お
い
て
こ
 
 
 

れ
を
明
確
に
す
べ
き
、
」
と
は
、
憲
法
四
一
条
、
二
÷
条
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
も
当
然
の
こ
と
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、
現
行
の
教
科
 
 
 

書
検
定
制
度
は
、
「
教
科
書
検
定
の
手
続
お
よ
び
検
定
基
準
に
つ
い
て
は
す
べ
て
文
部
省
令
た
る
教
科
用
図
書
検
定
規
則
と
文
部
省
告
 
 
 

示
た
る
教
科
用
図
書
検
定
基
準
に
委
ね
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
は
教
科
書
検
定
と
は
何
か
、
い
か
な
る
基
準
、
手
続
で
な
さ
る
 
 
 

べ
き
か
な
ど
国
民
の
権
利
、
自
由
に
か
か
わ
る
教
育
上
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
定
め
る
と
こ
ろ
な
く
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
 
 
 

直
接
国
会
の
議
を
経
な
い
下
位
法
た
る
省
令
ま
た
は
告
示
な
ど
で
そ
れ
を
充
足
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
」
 
 

原
告
は
、
こ
の
よ
う
な
「
教
科
書
検
定
制
度
は
憲
法
上
の
法
治
主
義
 
（
法
律
に
基
づ
く
行
政
）
 
の
原
則
に
違
背
す
る
と
主
張
す
る
 
 
 

の
で
、
案
ず
る
に
、
現
行
の
教
科
書
検
定
制
度
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
育
に
関
す
る
国
民
の
権
利
、
自
由
を
国
政
上
十
分
に
 
 

三
 
 
 



同 法（60、2）236  

尊
重
す
る
ゆ
え
ん
の
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
よ
り
教
育
の
理
念
に
沿
つ
た
適
正
か
つ
公
正
な
検
定
が
行
な
わ
れ
な
い
恐
れ
な
し
と
 
 
 

し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
検
定
の
権
限
、
基
準
、
手
続
な
ど
の
う
ち
ど
の
範
囲
で
、
ど
の
よ
う
に
法
律
で
定
め
、
ど
の
範
 
 
 

囲
を
命
令
等
の
下
位
法
に
委
ね
る
か
は
、
結
局
は
立
法
の
裁
量
に
属
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
硯
行
の
教
科
書
検
定
制
度
が
 
 
 

前
記
の
ご
と
く
で
あ
る
と
し
て
も
、
な
お
こ
の
こ
と
を
も
つ
て
直
ち
に
法
治
主
義
 
（
法
律
に
基
づ
く
行
政
）
 
の
原
則
に
違
背
し
、
違
 
 
 

憲
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
 
 
 

本
判
決
に
よ
れ
ば
、
教
科
書
検
定
制
度
に
は
、
検
定
の
権
限
、
基
準
、
手
続
な
ど
国
民
の
権
利
・
自
由
に
関
わ
る
事
項
を
法
律
に
よ
っ
 
 

て
定
め
ず
、
省
令
、
告
示
な
ど
で
定
め
て
い
る
と
い
う
問
題
点
が
存
在
し
、
適
正
か
つ
公
正
な
検
定
が
行
わ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
 
 

し
て
も
、
検
完
の
権
限
、
基
準
、
手
続
な
ど
の
う
ち
、
ど
れ
を
、
ど
の
よ
う
に
法
律
で
定
め
、
ど
れ
を
省
令
等
に
委
ね
る
か
は
立
法
裁
 
 

量
に
属
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
直
ち
に
法
治
主
義
原
則
違
反
、
憲
法
違
反
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
さ
れ
る
。
 
 
 

つ
ぎ
に
、
東
京
地
方
裁
判
所
昭
和
四
九
年
七
月
一
六
日
判
決
 
（
判
例
時
報
七
五
二
号
四
七
百
ハ
。
第
一
次
訴
訟
第
一
審
判
決
）
 
は
、
教
 
 

科
書
検
完
手
続
へ
の
憲
法
一
一
二
条
の
適
用
を
否
定
し
つ
つ
も
、
教
科
書
検
定
が
表
現
の
自
由
に
貴
大
に
関
わ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
権
限
 
 

行
使
は
実
体
的
に
も
手
続
的
に
も
正
当
お
よ
び
公
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
法
治
、
下
義
の
要
請
と
解
さ
れ
る
が
、
「
現
行
教
 
 

科
書
検
定
制
度
は
、
そ
の
当
事
者
に
対
す
る
告
知
、
聴
聞
な
ど
手
続
的
保
障
の
面
で
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
す
る
一
方
で
、
教
科
 
 

書
検
｛
妃
の
内
容
、
基
準
、
手
続
等
に
関
す
る
法
律
規
定
の
欠
如
に
よ
る
法
治
主
義
違
反
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
検
定
の
法
的
根
 
 

拠
と
さ
れ
る
法
令
を
列
挙
し
た
あ
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
 
 

「
と
こ
ろ
で
、
法
律
に
よ
る
行
政
を
標
樗
す
る
法
治
主
義
と
い
え
ど
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
本
来
国
民
の
権
利
や
自
由
を
 
 
 

保
障
す
る
た
め
の
近
代
的
統
治
原
理
の
一
つ
で
あ
る
か
ら
、
国
民
の
権
利
や
自
由
を
侵
す
お
そ
れ
が
な
く
、
か
つ
、
国
民
福
祉
行
政
 
 
 

上
の
合
理
的
必
要
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
二
疋
限
度
で
こ
れ
が
緩
和
さ
れ
る
こ
と
ま
で
禁
ず
る
ほ
ど
固
定
的
な
も
の
で
は
な
い
 
 
 

と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
の
ご
と
く
社
会
機
構
の
変
化
に
伴
い
急
速
に
複
雑
、
膨
大
化
し
た
行
政
組
織
の
も
と
で
は
、
行
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政
の
合
目
的
な
い
し
は
能
率
的
運
営
の
要
請
か
ら
一
定
の
範
囲
で
績
和
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
度
は
一
般
的
に
は
法
律
に
 
 
 

委
任
の
明
文
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
法
律
に
相
当
の
根
拠
規
定
を
有
す
る
場
合
に
か
ぎ
り
認
め
ら
れ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
 
 

果
し
て
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
行
教
科
書
検
定
制
度
に
お
い
て
も
、
文
部
省
設
置
法
の
よ
う
な
行
政
庁
の
組
織
に
関
す
る
法
律
 
 
 

ま
た
は
 
『
教
科
書
の
発
行
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
』
 
の
よ
う
に
た
ん
に
教
科
書
の
定
義
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
は
別
と
し
て
も
、
学
 
 
 

校
教
育
法
第
二
一
条
第
一
項
、
第
四
〇
条
、
第
五
一
条
お
よ
び
第
七
六
条
は
、
文
部
大
臣
に
同
法
所
定
の
教
科
書
検
定
に
関
す
る
実
 
 
 

施
権
限
を
与
え
た
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
か
ら
、
前
記
の
ご
と
く
、
現
行
法
上
教
科
書
検
定
と
は
何
か
、
そ
の
基
准
、
手
 
 
 

続
等
に
つ
い
て
正
面
か
ら
こ
れ
を
規
定
し
た
明
文
の
法
律
は
存
し
な
く
て
も
、
少
な
く
と
も
学
校
数
育
法
の
右
諸
規
定
が
前
示
の
意
 
 
 

味
に
お
け
る
根
拠
規
定
た
り
う
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」
 
 
 

本
判
決
は
、
前
記
の
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
七
日
が
立
法
裁
量
の
も
と
で
許
容
し
た
省
令
等
に
よ
る
検
定
の
内
容
 
（
権
限
）
 
 

と
基
準
、
検
定
手
続
の
定
め
を
法
治
主
義
 
（
法
律
に
よ
る
行
政
）
 
原
則
の
相
対
化
、
つ
ま
り
「
法
律
に
委
任
の
明
文
が
あ
る
場
合
の
ほ
 
 

か
法
律
に
相
当
の
根
拠
規
定
を
有
す
る
場
合
」
 
に
も
原
則
を
緩
和
す
る
こ
と
に
よ
り
、
許
容
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
 
 

件
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
東
京
高
等
裁
判
所
昭
和
大
二
年
三
月
一
九
日
判
決
 
（
判
例
時
報
一
一
八
一
号
一
頁
。
第
一
次
訴
訟
控
訴
審
判
 
 

決
）
は
、
法
治
主
義
原
則
の
相
対
化
に
加
え
て
、
「
わ
が
国
に
お
け
る
検
定
制
度
自
体
の
長
年
に
わ
た
る
沿
革
、
実
績
か
ら
し
て
、
教
科
 
 

書
検
定
制
度
の
目
的
、
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
形
式
的
に
法
律
に
規
定
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
執
筆
者
、
発
行
者
を
含
む
検
定
 
 

関
係
者
は
も
と
よ
り
国
民
に
と
っ
て
も
自
明
な
も
の
と
し
て
理
解
が
可
能
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
」
き
で
あ
る
か
ら
、
検
定
の
内
 
 

容
、
基
準
、
手
続
等
に
つ
い
て
明
文
の
法
律
規
定
が
存
在
し
な
く
て
も
、
学
校
数
育
法
の
関
係
規
定
が
根
拠
た
り
う
る
と
同
時
に
、
検
 
 

定
の
各
事
項
を
法
律
で
定
め
ず
に
学
校
数
育
法
八
八
条
を
根
拠
と
し
て
省
令
以
下
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
委
ね
た
と
し
て
も
、
憲
法
四
一
 
 

条
、
同
七
三
条
六
号
に
違
反
す
る
も
の
で
も
な
い
、
と
判
断
し
た
。
 
 
 

さ
ら
に
、
前
出
の
最
判
平
成
五
年
丁
二
月
▲
二
ハ
H
は
、
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
学
校
数
育
法
二
一
条
一
項
は
「
検
定
の
主
体
、
効
果
を
 
 

五
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六
 
 
 

規
定
し
た
も
の
と
し
て
、
本
件
検
定
の
根
拠
規
定
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
な
が
ら
、
「
本
件
検
定
の
審
査
の
内
容
及
び
基
準
並
び
 
 

に
検
定
の
手
続
は
、
文
部
省
令
、
文
部
省
告
示
で
あ
る
旧
検
定
規
則
、
旧
検
定
基
準
に
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
 
 

理
解
を
示
し
た
。
 
 

教
科
書
は
、
小
・
中
・
高
等
学
校
等
に
お
い
て
「
教
科
の
主
た
る
教
材
と
し
て
、
授
業
の
用
に
供
せ
ら
れ
る
児
童
又
は
生
徒
用
図
 
 
 

書
」
で
あ
り
、
「
こ
れ
ら
の
学
校
に
お
け
る
教
育
が
正
確
か
つ
中
立
・
公
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
心
身
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
定
め
 
 
 

ら
れ
た
当
該
学
校
の
目
的
、
教
育
の
目
標
、
教
科
の
内
容
 
盲
一
ハ
体
的
に
は
、
法
律
の
委
任
を
受
け
て
定
め
ら
れ
た
学
習
指
導
要
領
）
 
 
 

等
に
そ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
教
育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
の
関
係
条
文
か
ら
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
教
科
 
 
 

書
は
、
内
容
が
正
確
か
つ
中
立
∴
公
正
で
あ
り
、
当
該
学
校
の
目
的
、
教
育
目
標
、
教
科
内
容
に
適
合
し
、
内
容
の
程
度
が
児
童
、
 
 
 

生
徒
の
心
身
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
も
の
で
、
児
童
、
生
徒
の
使
用
の
便
宜
に
適
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
お
の
ず
と
 
 
 

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
旧
検
定
規
則
、
旧
検
定
基
準
は
、
前
記
の
と
お
り
、
右
の
関
係
法
律
か
ら
明
ら
か
な
教
科
書
の
要
件
 
 
 

を
審
査
の
内
容
及
び
基
準
と
し
て
具
体
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
文
部
大
臣
が
、
学
校
教
育
法
八
八
条
の
規
 
 
 

定
（
「
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
施
行
の
た
め
必
要
な
事
項
で
、
地
方
公
共
団
体
の
校
閲
が
処
理
し
な
け
れ
ば
 
 
 

な
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
政
令
で
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
監
督
庁
が
、
こ
れ
を
定
め
る
」
）
に
基
づ
い
て
、
右
審
査
の
内
容
 
 
 

及
び
基
準
並
び
に
検
定
の
施
行
細
則
で
あ
る
検
完
の
手
続
を
定
め
た
こ
と
が
、
法
律
の
委
任
を
欠
く
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
」
 
 
 

本
判
決
に
よ
れ
ば
、
内
容
的
に
正
確
か
つ
中
立
・
公
正
で
あ
り
、
学
校
の
目
的
、
教
育
目
標
、
教
科
内
容
に
適
合
し
、
児
童
・
生
徒
 
 

の
心
身
の
発
達
段
階
に
応
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
教
科
書
に
必
要
な
要
件
は
、
教
育
基
本
法
や
学
校
数
育
法
の
関
係
規
定
か
ら
お
 
 

の
ず
と
明
ら
か
と
な
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
検
定
審
査
の
内
容
と
基
準
な
ら
び
に
検
定
手
続
と
し
て
省
令
や
告
示
で
具
体
化
し
た
と
し
て
 
 

〔
5
）
 
 

も
、
法
律
の
委
任
を
欠
く
と
ま
で
は
い
え
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
 
 
 

刷
 
上
述
の
よ
う
に
、
教
科
書
検
定
の
審
査
の
内
容
と
基
準
お
よ
び
検
定
手
続
が
法
律
の
明
示
の
委
任
を
欠
い
た
ま
ま
省
令
・
告
示
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教
科
書
検
定
訴
訟
に
関
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
検
定
手
続
の
憲
法
適
合
性
も
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
下
級
 
 

∵
b
）
 
 

審
判
決
に
お
い
て
は
、
検
定
手
続
の
適
正
化
の
根
拠
を
法
治
主
義
原
則
に
求
め
る
見
解
が
有
力
で
あ
っ
た
が
、
前
出
の
最
判
平
成
五
年
 
 

三
月
一
六
日
は
、
同
平
成
四
年
七
月
一
日
 
（
民
集
四
六
巻
五
号
型
二
七
頁
。
成
田
新
法
事
件
上
告
審
判
決
）
を
受
け
て
、
「
行
政
処
分
に
 
 

つ
い
て
は
、
憲
法
三
一
条
に
よ
る
法
定
手
続
の
保
障
が
及
ぶ
と
解
す
べ
き
場
合
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
目
的
に
応
じ
て
 
 

多
種
多
様
で
あ
る
か
ら
、
常
に
必
ず
行
政
処
分
の
相
手
方
に
告
知
、
弁
解
、
防
御
の
機
会
を
与
え
る
な
ど
一
定
の
手
続
を
必
要
と
す
る
 
 

も
の
で
は
な
い
」
と
の
立
場
か
ら
、
検
定
手
続
の
憲
法
適
合
性
を
導
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
あ
と
、
教
科
書
検
定
制
度
に
つ
い
て
は
、
 
 

「
一
層
の
透
明
化
」
 
の
た
め
の
改
定
が
施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

こ
こ
で
は
、
行
政
規
制
改
革
の
一
環
と
し
て
推
進
さ
れ
た
教
科
書
検
定
削
度
の
改
定
を
、
と
く
に
検
定
手
続
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
見
 
 

て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
 
 

七
 
 
 

等
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
の
意
味
に
お
い
て
、
こ
れ
を
法
治
主
義
原
則
へ
の
違
背
だ
と
す
る
主
張
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
裁
判
例
も
 
 

排
斥
し
て
き
て
い
る
。
た
だ
し
、
そ
の
際
に
も
、
①
法
治
主
義
原
則
と
の
緊
張
関
係
を
指
摘
し
っ
つ
も
、
結
局
立
法
裁
量
を
援
用
し
て
 
 

排
斥
し
た
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
七
日
、
②
法
治
主
義
の
要
請
を
相
対
化
せ
し
め
て
排
斥
し
ょ
う
と
し
た
同
昭
和
四
九
年
七
月
 
 

一
六
日
、
な
ら
び
に
検
定
制
度
の
沿
革
と
実
績
を
も
引
き
合
い
に
出
し
た
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
三
月
一
九
日
、
③
検
定
審
査
の
内
容
 
 

と
基
準
、
検
定
手
続
を
定
め
る
省
令
・
告
示
等
は
関
係
法
律
か
ら
自
明
な
と
こ
ろ
を
具
体
化
し
た
に
す
ぎ
ず
、
法
律
の
委
任
が
あ
っ
た
 
 

と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
法
治
主
義
原
則
と
の
い
か
な
る
緊
張
も
生
じ
な
い
と
し
た
最
判
平
成
五
年
三
月
一
六
日
の
間
に
は
、
無
視
 
 

で
き
な
い
差
異
も
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

二
 
教
科
書
検
定
制
度
の
改
定
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‖ 

伽
 
三
次
に
わ
た
る
行
政
改
革
推
進
審
議
会
後
に
発
足
し
た
行
政
改
革
委
員
会
は
、
「
規
制
緩
和
の
推
進
に
関
す
る
意
見
（
窮
二
次
）
」
 
 

・
 
 

（
一
九
九
六
年
一
二
月
一
六
日
）
 
の
な
か
で
、
「
教
育
」
分
野
に
お
け
る
四
項
目
の
一
つ
で
あ
る
「
教
育
内
容
の
多
様
化
」
 
の
一
環
と
し
 
 

て
、
教
科
書
検
定
に
対
す
る
国
民
の
関
心
に
応
え
、
教
科
書
へ
の
国
民
の
信
頼
を
高
め
る
た
め
に
、
検
定
意
見
の
公
開
、
検
定
不
合
格
 
 

（
q
U
）
 
 

理
由
の
公
開
な
ど
検
定
の
「
透
明
化
」
 
の
必
要
件
を
指
摘
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ま
た
、
「
最
終
意
見
」
（
一
九
九
七
年
一
二
月
一
二
日
）
 
 

に
お
い
て
も
、
検
定
意
見
の
文
書
化
、
検
定
情
報
の
公
開
な
ど
の
 
「
教
科
書
検
定
の
透
明
化
」
を
強
調
L
た
の
で
あ
っ
た
。
 
 
 

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
指
摘
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
は
、
「
新
し
い
教
育
課
程
の
実
施
に
対
応
し
た
教
科
書
 
 

「
q
二
 
 

の
改
善
に
つ
い
て
 
（
建
議
）
」
 
（
一
九
九
八
年
一
一
月
一
三
臼
）
 
を
取
り
ま
と
め
、
手
続
の
簡
素
化
の
観
点
か
ら
誤
記
・
誤
棉
・
脱
字
に
 
 

関
す
る
審
査
の
廃
止
、
透
明
性
の
観
点
か
ら
検
定
意
見
の
文
書
化
な
ど
「
検
定
手
続
等
の
改
善
」
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
っ
た
ん
u
 
つ
づ
 
 

∴
川
∵
 
 

い
て
、
「
教
科
書
制
度
の
改
善
に
つ
い
て
」
 
（
T
一
〇
〇
二
年
七
月
三
一
日
）
 
に
お
い
て
、
手
続
の
一
層
の
簡
素
化
・
透
明
化
を
図
る
と
と
 
 

も
に
、
申
請
図
案
の
完
成
度
の
一
層
の
向
上
、
静
ひ
つ
な
審
査
環
境
の
確
保
等
を
図
る
観
点
か
ら
、
改
善
の
た
め
の
具
体
的
な
措
置
を
 
 

提
言
し
た
。
さ
ら
に
、
「
教
科
書
の
改
善
に
つ
い
て
1
教
科
書
の
質
・
量
両
面
で
の
充
実
と
教
科
書
検
定
手
続
き
の
透
明
化
 
－
 
 

（
報
告
）
」
 
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
二
五
日
）
 
で
は
、
改
善
の
基
本
的
な
方
向
性
と
し
て
、
①
「
教
育
基
本
法
で
示
す
目
標
等
を
踏
ま
え
 
 

た
教
科
書
改
善
」
、
②
「
知
識
・
技
能
の
習
得
、
活
用
、
探
求
に
対
応
す
る
た
め
の
教
科
書
の
質
∴
量
両
面
で
の
格
段
の
充
実
」
な
ど
と
 
 

な
ら
ん
で
、
⑥
「
教
科
書
検
定
の
信
頼
性
を
一
層
高
め
る
た
め
の
検
定
手
続
き
の
改
善
」
を
掲
げ
、
こ
の
⑥
の
具
体
的
な
方
策
、
す
な
 
 

わ
ち
「
教
科
書
検
定
手
続
き
改
善
の
具
体
的
方
策
」
 
の
も
と
、
透
明
性
の
一
層
の
向
上
と
静
ひ
つ
な
環
境
の
確
保
の
た
め
の
各
措
置
か
 
 

ら
な
る
教
科
書
検
定
手
続
き
の
一
層
の
向
上
の
ほ
か
、
専
門
的
見
地
か
ら
の
き
め
細
や
か
な
審
議
の
確
保
、
文
部
科
学
大
臣
と
審
議
会
 
 

の
関
係
お
よ
び
審
議
会
委
員
や
教
科
書
調
査
官
の
役
割
∴
選
任
の
改
善
等
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
 
 
 

刷
 
上
記
の
よ
う
な
経
緯
を
た
ど
り
、
所
要
の
改
定
が
な
さ
れ
た
結
果
、
現
行
の
教
科
書
検
定
手
続
と
そ
の
運
用
は
大
略
以
下
の
よ
 
 

う
に
な
っ
て
い
る
。
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〓
検
定
の
申
請
 
 
具
体
の
検
定
申
請
に
先
だ
っ
て
、
文
部
科
学
大
臣
（
以
下
「
大
臣
」
と
い
う
）
 
は
、
教
科
用
図
書
 
（
以
下
「
図
 
 

書
」
と
い
う
）
 
の
検
定
の
基
準
で
あ
る
教
科
用
図
書
検
定
基
準
 
（
文
科
省
告
示
。
以
†
「
検
定
基
準
」
と
い
う
）
 
を
定
め
、
公
示
し
て
 
 

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 
（
教
科
用
図
書
検
定
規
則
三
条
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
）
。
同
様
に
、
検
定
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
 
 

図
書
の
種
目
、
各
年
度
に
お
い
て
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
図
書
の
種
目
と
期
間
を
官
報
で
告
示
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
 
（
規
則
 
 

四
条
二
項
）
。
 
 
 

検
定
の
申
請
は
、
図
書
の
著
作
者
ま
た
は
発
行
者
が
検
定
審
査
中
請
書
に
申
請
図
書
と
検
定
審
査
料
を
添
え
て
大
臣
に
提
出
す
る
こ
 
 

と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
 
（
規
則
四
条
一
項
、
五
条
一
項
）
。
 
 
 

㈲
検
定
審
議
会
の
審
査
 
 
検
定
の
申
請
が
な
さ
れ
る
と
、
大
臣
は
、
教
科
用
図
書
検
定
調
査
審
議
会
（
以
下
「
検
定
審
議
会
」
と
 
 

い
う
）
 
に
申
請
図
書
が
教
科
書
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
を
諮
問
す
る
と
と
も
に
、
省
内
の
教
科
書
調
査
官
に
よ
る
調
査
に
付
す
る
。
検
 
 

定
審
議
会
に
お
い
て
は
、
学
習
指
導
要
領
と
検
定
基
準
に
基
づ
い
て
審
査
し
、
教
科
書
と
し
て
適
切
か
否
か
を
判
定
し
、
大
臣
に
答
申
 
 

す
る
。
ま
た
、
教
科
書
調
査
官
は
、
申
請
凶
書
に
つ
い
て
必
要
な
調
査
を
行
い
、
調
査
意
見
 
（
検
定
意
見
の
原
案
）
 
を
記
載
し
た
資
料
 
 

等
を
検
定
審
議
会
に
提
出
す
る
 
（
規
則
一
一
条
）
。
 
 
 

㈲
大
臣
の
合
否
決
定
 
 
大
臣
は
、
検
定
審
議
会
の
答
申
に
基
づ
い
て
合
否
の
決
定
を
行
い
、
そ
の
旨
を
申
請
者
に
通
知
す
る
 
（
規
 
 

則
七
条
本
文
）
。
こ
の
う
ち
、
不
合
格
の
決
定
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
不
合
格
と
な
る
べ
き
理
由
を
申
請
者
に
対
し
事
前
に
通
知
す
 
 

る
こ
と
と
な
る
（
規
則
八
条
一
項
）
。
そ
こ
で
、
こ
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
通
知
の
あ
っ
た
目
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
〇
日
以
内
に
 
 

反
論
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
（
同
一
一
項
）
、
反
論
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
大
臣
は
、
反
論
書
を
踏
ま
え
て
合
否
の
決
定
を
行
う
 
 

（
同
四
項
）
。
一
方
、
提
出
が
な
い
と
き
は
、
不
合
格
決
完
を
行
う
 
（
同
三
項
。
な
お
、
三
、
四
項
に
よ
る
不
合
格
決
定
の
場
合
、
不
合
 
 

格
決
定
の
理
由
の
通
知
は
な
さ
れ
な
い
。
同
一
項
か
っ
こ
吾
）
。
 
 
 

㈲
検
定
意
見
の
通
知
等
 
 
合
否
の
決
定
の
場
合
と
異
な
り
、
検
定
審
議
会
に
お
い
て
、
合
否
の
決
定
を
留
保
し
た
う
え
で
必
要
な
 
 

九
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上
記
一
で
は
、
立
法
裁
量
の
援
用
に
よ
る
の
か
、
法
治
主
義
原
則
の
相
対
化
（
お
よ
び
検
定
制
度
の
沿
革
と
実
績
）
を
指
摘
し
て
か
、
 
 

そ
れ
と
も
法
律
の
根
拠
（
委
任
）
を
容
認
し
て
か
は
と
も
か
く
、
教
科
書
検
定
の
審
査
の
内
容
（
権
限
）
と
基
準
、
検
定
手
続
を
法
律
 
 

の
明
文
規
定
に
よ
ら
ず
省
令
・
告
示
等
で
定
め
て
い
る
こ
と
が
、
判
例
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
見
て
き
た
。
ま
た
、
二
に
 
 

お
い
て
は
、
行
政
規
制
改
革
の
一
環
と
し
て
教
科
書
検
完
制
度
の
改
定
が
行
わ
れ
、
な
か
で
も
検
定
手
続
の
 
「
透
明
化
」
 
の
た
め
の
改
 
 

定
の
経
緯
と
そ
の
帰
結
と
い
え
る
現
行
の
検
定
手
続
に
つ
い
て
、
簡
単
に
見
て
み
た
。
 
 
 

一
〇
 
 
 

修
正
を
行
っ
た
の
ち
に
再
度
審
査
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
旨
の
答
申
を
受
け
た
大
臣
は
、
合
否
の
決
定
を
留
保
 
 

し
て
検
定
意
見
を
申
請
者
に
通
知
し
（
規
則
七
条
た
だ
し
書
）
、
申
請
者
の
希
望
に
応
じ
て
口
頭
に
よ
る
補
足
説
明
を
行
う
っ
検
定
意
見
 
 

の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
通
知
の
あ
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
〇
日
以
内
に
意
見
申
立
書
を
大
臣
に
捉
出
す
る
こ
と
が
で
き
（
規
 
 

則
九
条
一
項
）
、
大
臣
は
、
申
し
立
て
ら
れ
た
意
見
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
定
意
見
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
 
（
同
二
項
）
。
 
 
 

M
修
正
表
の
提
出
等
 
 
検
定
意
見
の
通
知
を
受
け
た
者
が
、
大
臣
の
指
示
す
る
期
間
内
に
、
申
請
図
書
に
つ
い
て
検
定
意
見
に
従
っ
 
 

て
修
正
し
た
内
容
を
、
修
正
表
提
出
届
に
よ
り
大
臣
に
提
出
す
る
 
（
規
則
一
〇
条
一
項
）
 
と
、
再
び
検
定
審
議
会
の
審
査
に
付
さ
れ
、
 
 

合
否
に
関
す
る
答
申
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
っ
大
臣
は
、
修
正
が
行
わ
れ
た
申
請
図
書
に
つ
い
て
合
否
の
決
定
を
行
い
、
こ
れ
を
申
 
 

請
者
に
通
知
す
る
（
同
二
項
）
。
他
方
で
、
修
正
未
提
出
届
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
不
合
格
決
定
が
な
さ
れ
、
そ
の
旨
が
申
請
者
に
通
 
 

知
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
 
（
同
三
項
）
っ
 
 
 

佃
不
合
格
図
書
の
再
申
請
 
 
申
請
図
書
ま
た
は
修
正
さ
れ
た
申
請
図
書
に
つ
い
て
、
不
合
格
決
定
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
 
 

図
書
に
必
要
な
修
正
を
加
え
た
う
え
、
所
定
の
期
間
内
に
再
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
（
規
則
一
二
条
）
。
 
 

三
 
教
科
書
検
定
と
行
政
手
続
法
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そ
こ
で
三
で
は
、
判
例
の
見
地
か
ら
は
疑
義
が
な
い
ど
こ
ろ
か
、
改
定
を
通
し
て
い
っ
そ
う
改
善
さ
れ
た
か
に
見
え
る
検
定
手
続
に
 
 

関
し
て
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
か
、
行
政
手
続
法
の
視
点
の
も
と
で
考
え
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
際
、
教
科
 
 

書
検
定
が
法
的
に
は
ど
の
よ
う
な
性
格
の
行
為
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
行
政
手
続
法
は
 
 

処
分
、
行
政
指
導
、
届
出
に
関
す
る
手
続
と
命
令
等
を
定
め
る
手
続
に
閲
し
共
通
事
項
を
定
め
る
法
律
で
あ
る
か
ら
、
教
科
書
検
定
が
 
 

こ
れ
ら
の
行
為
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
憲
法
上
の
適
正
手
続
と
の
関
係
は
と
も
か
く
、
行
政
手
続
法
と
の
関
係
は
 
 

論
ず
る
意
味
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
 
 

へ
ほ
〕
 
 
 

㈲
 
教
科
書
検
定
と
は
、
法
的
に
ど
の
よ
う
な
行
為
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
つ
て
試
み
ら
れ
た
整
理
に
よ
れ
ば
、
 
 

教
科
書
検
定
の
法
的
性
格
に
関
し
て
は
、
確
認
行
為
説
、
特
別
法
律
関
係
説
、
特
許
行
為
説
、
検
閲
概
念
再
構
成
説
お
よ
び
許
可
行
為
 
 

説
の
諸
説
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
今
日
、
判
例
上
で
説
か
れ
る
説
は
、
許
可
行
為
説
と
特
許
行
為
説
で
あ
り
、
学
説
に
あ
っ
 
 

て
は
行
政
指
導
説
と
で
も
称
す
べ
き
説
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
許
可
行
為
説
を
採
用
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
前
出
の
東
京
 
 

地
判
昭
和
囲
五
年
七
月
一
七
日
と
同
昭
和
四
九
年
七
月
一
六
日
が
あ
る
。
 
 

教
科
書
検
定
の
法
的
性
質
に
関
す
る
学
説
は
、
確
認
行
為
説
、
特
許
行
為
説
、
許
可
行
為
説
の
三
説
に
大
別
で
き
る
が
、
「
特
許
行
 
 
 

為
説
は
検
定
権
者
が
そ
の
固
有
の
権
利
と
し
て
教
科
書
の
出
版
・
発
行
に
関
す
る
絶
対
的
権
限
を
有
し
、
こ
れ
を
検
定
申
請
者
に
対
 
 
 

し
分
与
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
解
さ
れ
る
の
で
妥
当
で
は
な
」
く
、
他
方
で
、
「
教
科
書
検
定
自
体
を
確
認
行
為
と
み
る
の
は
、
検
 
 
 

定
当
局
が
客
観
的
な
検
定
基
準
に
照
ら
し
て
一
義
的
に
そ
の
適
否
を
確
認
判
断
す
る
に
と
ど
ま
り
ま
つ
た
く
裁
量
の
余
地
を
残
さ
な
 
 
 

い
も
の
な
ら
格
別
、
現
行
教
科
書
検
定
基
準
た
る
前
記
絶
対
条
件
な
ら
び
に
必
要
条
件
の
各
項
目
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
そ
れ
自
体
検
 
 
 

定
権
者
に
そ
の
教
育
専
門
的
配
慮
に
よ
る
裁
量
権
が
予
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
 
（
…
…
）
 
こ
と
と
矛
盾
す
る
結
果
と
な
る
 
 
 

の
で
、
…
…
確
認
行
為
説
も
妥
当
で
は
な
く
、
結
局
、
教
科
書
検
定
は
申
請
図
書
に
つ
き
教
科
書
と
し
て
の
発
行
・
採
択
を
許
可
す
 
 
 

る
制
度
で
あ
る
と
解
す
る
 
（
…
‥
）
 
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
 
（
東
京
地
判
昭
和
四
九
年
七
月
一
六
日
）
 
 

一
一
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・
・
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
特
許
行
為
説
を
採
用
す
る
の
は
、
東
京
高
等
裁
判
所
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
〇
日
判
決
（
行
裁
例
集
二
」
ハ
巻
一
二
 
 

号
一
四
四
六
頁
。
第
二
次
訴
訟
控
訴
審
判
決
）
 
と
前
出
の
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
三
月
一
九
日
で
あ
る
。
 
 

教
科
書
は
、
「
学
校
数
育
に
用
い
ら
れ
る
特
殊
な
図
書
で
あ
つ
て
心
身
と
も
に
未
発
達
の
児
童
な
い
し
生
徒
が
使
用
す
る
も
の
で
、
 
 
 

そ
の
使
用
が
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
に
児
童
、
生
徒
の
心
身
の
発
達
段
階
に
相
応
し
た
理
解
能
力
に
合
わ
せ
て
、
教
科
 
 
 

の
系
統
的
、
組
織
的
な
学
習
に
適
す
る
よ
う
に
各
教
科
課
程
の
構
成
に
応
じ
た
組
織
配
列
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
、
 
 
 

「
一
般
の
図
書
と
は
性
質
を
異
に
す
る
の
で
あ
つ
て
、
国
民
が
憲
法
上
出
版
の
自
由
を
有
す
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
そ
の
著
作
に
か
か
 
 
 

る
図
書
を
も
つ
て
教
科
書
と
し
て
H
版
す
る
こ
と
を
文
部
大
臣
に
要
求
す
る
権
利
ま
で
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
」
 
 
 

な
い
か
ら
、
許
可
行
為
説
に
は
賛
同
で
き
ず
、
ま
た
、
「
行
政
機
関
が
客
観
的
基
準
に
照
ら
し
て
一
義
的
に
判
断
し
、
裁
量
の
余
地
が
 
 
 

な
い
と
い
う
確
認
行
為
」
と
検
定
と
は
性
質
上
相
容
れ
ず
、
結
局
、
「
教
科
書
検
定
は
、
文
部
大
臣
が
新
規
に
著
作
さ
れ
た
回
書
又
は
 
 
 

す
で
に
発
行
ず
み
の
特
定
の
図
書
に
対
し
、
そ
の
著
作
者
又
は
発
行
者
の
巾
請
に
基
づ
き
、
小
学
校
、
小
学
校
、
高
等
学
校
及
び
こ
 
 
 

れ
に
准
ず
る
学
校
に
お
い
て
、
致
科
書
と
し
て
使
用
し
う
る
法
律
上
の
資
格
を
付
与
、
設
定
す
る
か
否
か
を
審
杏
決
定
す
る
行
政
処
 
 
 

分
で
あ
り
、
検
完
合
格
処
分
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
著
作
者
又
は
発
行
者
に
対
し
、
右
の
法
律
上
の
資
格
が
付
与
、
設
定
さ
れ
る
も
 
 
 

の
で
あ
つ
て
、
そ
の
法
的
性
格
は
特
許
行
為
に
属
す
る
と
解
す
る
の
を
相
当
と
す
べ
き
で
あ
る
。
」
 
（
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
三
月
一
 
 
 

九
日
）
 
 

一
方
、
き
わ
め
て
特
色
あ
る
学
説
と
し
て
、
行
政
指
導
説
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
兼
子
仁
教
授
の
説
か
れ
る
「
届
出
 
 

制
的
・
指
導
助
言
的
検
定
制
」
が
こ
れ
で
あ
り
、
わ
が
国
の
教
育
法
制
は
、
戦
後
の
教
育
改
革
立
法
以
来
、
教
育
内
容
行
政
と
し
て
「
指
 
 

導
助
言
権
」
、
す
な
わ
ち
「
法
的
拘
束
力
を
伴
わ
な
い
が
、
内
容
の
教
育
専
門
的
水
準
の
ゆ
え
に
教
師
等
に
た
い
し
お
の
ず
か
ら
指
導
性
 
 

〓
 
 

を
有
す
る
と
い
う
形
の
文
化
的
な
実
効
性
を
予
定
さ
れ
て
い
る
、
教
育
法
独
特
な
権
限
・
作
用
」
 
で
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
と
さ
 
 

、
4
ノ
 
 

れ
、
か
か
る
立
場
か
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
ふ
。
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教
科
書
作
成
に
つ
い
て
も
「
原
理
的
に
国
民
の
教
育
の
自
由
が
存
す
る
か
ぎ
り
、
『
検
定
』
 
に
よ
る
権
力
的
規
制
は
必
要
最
小
限
度
 
 
 

を
越
え
て
は
な
ら
」
ず
、
「
そ
の
場
合
に
、
教
科
書
内
容
の
当
否
を
権
力
的
に
決
定
す
る
検
定
制
度
 
（
権
力
的
検
定
制
）
 
は
、
‥
 
 
 

国
民
の
教
科
書
作
成
の
自
由
に
と
っ
て
本
質
的
に
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
」
。
そ
こ
で
、
教
科
書
検
定
に
つ
い
て
も
、
「
原
稿
の
事
前
 
 
 

届
出
と
指
導
助
言
的
調
査
の
し
く
み
が
考
え
ら
れ
る
（
届
出
削
的
・
助
言
指
導
的
検
定
制
）
。
学
校
教
育
法
所
定
の
 
『
検
定
』
も
、
こ
の
 
 
 

よ
う
な
届
出
制
的
・
指
導
助
言
的
検
定
制
と
し
て
の
み
是
認
す
る
の
が
、
国
民
と
教
師
の
数
奇
の
自
由
や
教
育
基
本
法
一
〇
条
の
『
教
 
 
 

育
の
自
主
性
』
 
原
理
に
叶
う
限
定
的
条
理
解
釈
と
言
え
」
る
の
で
あ
り
、
「
教
科
書
内
容
の
中
立
性
そ
の
他
の
教
育
的
当
否
を
も
論
ず
 
 
 

る
指
導
助
言
的
検
定
制
は
、
…
…
 
あ
く
ま
で
教
科
書
内
容
の
権
力
的
決
定
に
い
た
ら
ず
採
否
を
著
作
者
に
ゆ
だ
ね
た
指
導
助
言
制
 
 
 

で
あ
る
か
ぎ
り
、
国
民
の
教
育
の
自
由
を
本
質
的
に
は
侵
害
し
な
い
 
『
検
定
』
制
で
あ
る
と
解
す
る
余
地
が
有
る
で
あ
ろ
う
 
（
指
導
 
 
 

助
言
的
検
定
に
は
不
合
格
処
分
は
あ
り
え
な
い
）
。
」
 
 
 

以
卜
の
よ
う
な
諸
説
の
う
ち
、
最
後
に
挙
げ
た
行
政
指
導
説
は
、
自
ら
説
か
れ
る
よ
う
に
、
国
民
と
教
師
の
教
育
の
自
由
な
ら
び
に
 
 

「
教
育
の
自
主
性
」
を
最
大
限
尊
重
し
ょ
う
と
す
る
見
地
か
ら
立
論
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
傾
聴
に
催
す
る
す
ぐ
れ
た
内
容
を
有
す
る
 
 

も
の
と
い
え
る
が
、
学
説
や
裁
判
例
へ
の
浸
透
は
卜
分
で
あ
る
と
は
い
い
が
た
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
例
で
も
採
用
さ
れ
る
許
可
 
 

行
為
説
と
特
許
行
為
説
と
の
対
立
の
根
底
に
は
、
教
科
書
検
定
と
表
現
の
自
由
、
と
り
わ
け
検
閲
禁
止
 
（
憲
法
二
一
条
）
と
の
関
係
を
 
 

ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
教
科
書
検
定
の
法
的
性
格
か
ら
接
近
 
 

〔
1
5
〕
 
 

す
る
の
で
は
な
く
、
表
現
の
自
由
の
捉
え
方
と
検
閲
概
念
に
手
が
か
り
を
求
め
る
裁
判
例
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
 
 
 

と
は
い
え
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
許
可
と
特
許
の
い
ず
れ
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
ほ
い
ず
れ
と
も
異
な
る
性
格
の
行
為
で
あ
る
 
 

か
ど
う
か
を
措
け
ば
、
表
現
の
自
由
お
よ
び
検
閲
概
念
か
ら
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
も
教
科
書
検
定
が
 
（
行
政
）
 
処
分
で
あ
る
こ
と
ま
 
 

‥
1
6
）
 
で
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
 
 
 

畑
 
厳
密
な
性
格
決
定
は
と
も
か
く
、
教
科
書
検
定
の
 
（
行
政
）
 
処
分
性
が
承
認
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
は
行
政
手
続
法
に
い
う
申
請
 
 

一
三
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一
四
 
 
 

に
対
す
る
処
分
に
該
当
す
る
。
実
際
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
検
定
の
手
続
は
限
り
な
く
行
政
手
続
法
に
お
け
る
申
請
に
対
す
る
処
分
 
 

に
関
す
る
手
続
に
近
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
検
定
不
合
格
決
定
に
先
だ
つ
不
合
格
理
由
の
通
知
、
こ
の
通
知
を
受
 
 

け
た
者
に
よ
る
反
論
書
の
提
出
、
合
否
の
決
定
を
留
保
し
て
の
検
定
意
見
の
文
書
に
よ
る
通
知
、
こ
の
通
知
を
受
け
た
者
に
よ
る
意
見
 
 

申
立
書
の
提
出
な
ど
 
（
二
榔
参
照
）
手
続
の
水
準
と
い
う
点
で
い
え
ば
、
む
し
ろ
申
請
に
対
す
る
処
分
に
関
す
る
手
続
よ
り
も
権
利
保
 
 

護
に
厚
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
か
る
検
定
手
続
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
の
視
点
か
ら
の
根
本
的
な
 
 

疑
念
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
 
 
 

前
述
の
よ
う
に
、
検
定
不
合
格
決
定
は
取
消
訴
訟
の
対
象
と
な
る
処
分
に
該
当
し
、
行
政
手
続
法
上
の
処
分
に
も
当
た
る
と
考
え
ら
 
 

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
科
書
検
定
が
厳
密
に
い
か
な
る
行
為
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
も
、
検
定
の
申
請
は
行
政
手
続
 
 

法
で
い
う
申
請
、
す
な
わ
ち
「
法
令
に
基
づ
き
、
行
政
庁
の
許
可
、
認
可
、
免
許
そ
の
他
の
自
己
に
射
し
何
ら
か
の
利
益
を
付
与
す
る
 
 

処
分
 
（
：
‥
‥
）
 
を
求
め
る
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
に
対
し
て
行
政
庁
が
諾
否
の
応
答
を
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
」
（
行
手
 
 

二
条
三
号
）
 
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
は
当
然
に
行
政
手
続
法
第
二
章
の
適
用
が
あ
り
得
、
第
六
章
の
適
用
も
考
え
ら
 
 

れ
る
。
と
は
い
え
、
行
政
手
続
法
は
一
般
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
「
他
の
法
律
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
は
、
 
 

そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
 
（
同
一
条
二
項
）
 
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
法
律
の
関
係
規
定
か
ら
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
と
こ
ろ
 
 

を
、
審
査
の
内
容
と
基
準
な
ら
び
に
検
定
手
続
と
し
て
具
体
化
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
法
律
の
明
示
の
委
任
が
な
く
と
も
、
省
令
等
で
定
 
 

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
い
た
前
出
の
最
判
平
成
五
年
三
月
一
六
日
の
論
理
に
従
え
ば
、
ど
の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
 
 

一
般
法
と
し
て
の
行
政
手
続
法
に
特
別
法
が
優
先
す
る
と
い
う
場
合
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
特
別
法
は
行
政
手
続
法
と
同
位
の
法
、
 
 

す
な
わ
ち
「
法
律
」
 
（
形
式
的
法
律
）
 
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
だ
か
ら
こ
そ
行
政
手
続
法
も
「
他
の
法
律
」
と
明
記
し
て
い
る
。
し
か
 
 

し
、
「
法
律
」
が
手
続
に
つ
い
て
な
ん
ら
明
文
を
も
っ
て
定
め
る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
明
示
の
委
任
規
定
を
有
す
る
こ
と
も
な
い
と
き
 
 

に
、
政
・
省
令
等
の
段
階
で
は
じ
め
て
手
続
が
定
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
場
合
に
も
行
政
手
続
法
の
適
用
が
除
外
さ
れ
、
手
続
を
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行
政
手
続
法
の
意
味
に
お
け
る
申
請
に
対
す
る
処
分
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
第
二
章
（
お
よ
び
第
六
章
）
 
が
適
用
さ
れ
る
 
 

こ
と
が
な
〈
、
他
方
で
、
他
の
「
法
律
」
 
に
特
別
の
定
め
が
置
か
れ
ず
、
省
令
 
（
教
科
書
検
定
規
則
）
 
で
そ
の
手
続
が
定
め
ら
れ
る
教
 
 

科
書
検
定
は
、
同
法
一
条
二
項
な
い
し
同
法
の
基
本
的
な
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
こ
の
 
 

よ
う
な
不
合
理
を
前
出
の
最
判
平
成
五
年
三
月
一
六
日
の
論
理
で
も
っ
て
回
避
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
可
能
で
な
い
と
い
う
 
 

こ
と
を
示
し
得
た
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

反
面
、
問
題
解
決
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
省
令
の
定
め
る
検
定
の
手
続
を
「
法
律
」
化
す
る
だ
 
 

け
で
十
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
至
ら
な
く
と
も
、
「
法
律
」
で
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
を
定
め
る
か
 
ー
 
こ
 
 

7
ノ
 
 1
 
 

と
の
当
否
は
問
わ
な
い
 
－
、
骨
格
部
分
を
「
法
律
」
で
定
め
残
り
を
省
令
に
委
ね
る
か
、
の
い
ず
れ
か
で
も
足
り
る
で
あ
ろ
う
か
ら
 
 

一
五
 
 
 

定
め
る
政
・
省
令
等
が
優
先
的
に
適
用
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
理
解
の
不
合
理
さ
は
、
行
政
手
続
法
の
適
用
除
外
の
場
合
を
考
え
る
だ
け
で
も
明
ら
か
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
 
 

行
政
手
続
法
第
二
章
の
適
用
を
除
外
す
る
た
め
に
、
そ
の
旨
の
明
文
規
定
を
「
法
律
」
に
置
か
ず
に
政
・
省
令
に
置
い
た
場
合
、
こ
れ
 
 

に
よ
り
行
政
手
続
法
第
二
章
の
適
用
が
除
外
さ
れ
、
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
政
・
省
令
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
 
 

る
い
は
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
行
政
手
続
法
の
考
え
方
に
合
致
す
る
解
釈
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
 
 
 

行
政
手
続
法
の
施
行
前
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
そ
れ
が
施
行
さ
れ
た
の
ち
に
あ
っ
て
も
前
出
の
最
判
平
成
五
年
三
月
一
六
日
の
論
理
を
 
 

維
持
す
る
こ
と
は
、
う
え
で
述
べ
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
行
政
手
続
法
お
よ
び
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
と
は
合
致
し
 
 

な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
 
 

む
す
び
に
か
え
て
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一
六
 
 

で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
な
が
ら
現
状
で
は
、
こ
れ
ら
の
解
決
法
も
、
決
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
に
ち
が
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
 
 

検
定
審
査
の
内
容
 
（
権
限
）
 
や
基
準
を
ま
っ
た
く
定
め
な
い
ま
ま
に
、
検
定
手
続
だ
け
を
「
法
律
」
 
で
規
定
し
た
り
、
検
定
申
請
に
対
 
 

す
る
処
分
に
つ
い
て
は
行
政
手
続
法
第
二
章
 
（
お
よ
び
第
六
章
）
 
の
適
用
を
除
外
す
る
旨
の
定
め
だ
け
を
「
法
律
」
に
設
け
る
の
は
、
 
 

い
か
に
も
奇
怪
な
法
律
規
定
と
し
て
日
に
映
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
問
題
の
根
本
原
因
は
、
検
定
に
関
す
る
実
体
規
定
 
（
審
査
の
内
容
（
権
限
）
と
基
準
）
 
が
「
法
律
」
 
で
明
 
 

示
に
定
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
教
科
書
検
定
に
お
け
る
法
治
主
義
原
則
の
歪
 
 

み
が
検
定
手
続
の
う
え
に
も
暗
い
影
を
落
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
 

脚
注
 
 （

1
）
 
以
上
の
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
『
教
科
書
裁
判
』
法
律
時
報
l
叫
二
巻
一
〇
号
四
五
百
山
下
、
同
門
二
義
二
一
＝
至
心
二
莫
以
下
、
 
 

判
例
時
報
六
〇
四
号
六
頁
以
下
、
判
例
時
報
七
五
一
＝
†
二
月
以
下
に
収
録
さ
れ
た
詳
論
文
お
よ
び
芦
部
倍
喜
編
『
教
科
吾
裁
判
と
憲
法
…
≡
 
（
学
陽
 
 

書
房
、
一
九
九
〇
隼
）
 
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
を
参
照
。
 
 

（
2
）
 
参
照
、
東
京
高
判
平
成
五
年
一
〇
〃
二
〇
日
刊
例
時
報
一
国
七
三
号
二
百
（
第
三
次
家
永
教
科
書
検
定
訴
訟
控
訴
審
判
決
）
、
最
判
平
成
九
年
八
 
 

‖
二
九
日
民
集
五
一
巻
七
号
二
九
二
一
頁
 
（
同
上
告
審
判
決
）
、
横
浜
地
判
平
成
一
〇
牛
四
月
二
二
H
判
例
時
報
一
六
四
〇
号
二
百
（
高
嶋
教
科
苦
 
 

訴
訟
第
一
審
判
決
）
、
東
京
高
判
平
成
一
四
年
五
月
一
一
九
日
判
例
時
報
一
七
九
人
号
二
八
百
二
同
控
訴
審
判
決
）
、
最
判
平
成
一
七
年
一
二
月
一
口
判
 
 

例
時
報
一
九
l
二
言
一
う
七
二
頁
 
（
同
上
告
審
判
決
）
。
 
 

（
3
）
 
こ
の
間
題
は
、
通
常
、
教
科
吾
検
定
制
度
に
お
け
る
法
治
主
蕃
 
（
法
律
に
よ
る
行
政
）
 
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
、
 
 

行
政
処
分
の
手
続
が
適
正
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
当
該
手
続
の
実
体
、
手
続
を
構
成
す
る
規
定
が
法
律
ま
た
は
法
律
の
委
任
に
基
づ
く
省
令
等
 
 

で
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
適
止
手
続
の
前
提
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
参
照
、
前
注
（
2
）
の
検
浜
地
判
平
成
∵
0
 
 

年
四
月
二
二
日
、
東
京
高
判
平
成
∵
四
年
五
り
二
九
日
に
お
け
る
原
告
側
主
張
。
 
 

（
4
）
 
同
様
に
、
東
京
地
方
裁
判
所
平
成
元
年
一
〇
月
三
日
判
決
（
判
例
時
報
臨
時
増
刊
．
†
成
二
年
二
月
〓
五
日
号
二
頁
ウ
第
二
次
訴
訟
第
一
審
判
決
）
 
 

も
、
法
治
、
手
義
原
則
の
相
対
化
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
「
我
が
国
に
お
け
る
教
科
書
検
定
制
度
の
長
午
に
わ
た
る
沿
革
、
実
績
」
か
ら
す
る
論
拠
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［
付
記
］
 
 
 

い
い
、
 
 

（
6
）
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

（
1
0
）
 
 

■
‖
ゝ
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 

（
1
5
）
 
 

（
1
6
）
 
 

（
1
7
〕
 
 

本
稿
は
、
も
と
も
と
故
・
室
井
力
先
生
の
追
悼
論
集
を
予
定
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
事
情
に
よ
り
こ
の
場
を
借
り
て
発
表
し
、
改
め
て
先
生
 
 

一
山
し
 
 

づ
け
を
行
っ
て
い
る
。
 
 
 

ち
な
み
に
、
本
判
決
以
降
の
前
柱
（
2
）
の
東
京
高
判
平
成
五
年
一
〇
月
二
〇
日
と
最
判
平
成
九
年
八
月
二
九
日
は
、
い
ず
れ
も
本
判
決
を
簡
潔
に
 
 

な
ぞ
る
内
容
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
ハ
】
 
 
 

本
文
掲
出
の
東
京
地
判
昭
和
四
五
年
七
月
一
七
R
と
束
京
地
判
昭
和
四
九
年
七
月
〓
ハ
F
l
な
ら
び
に
東
京
高
判
昭
和
六
一
年
三
月
一
九
口
を
参
 
 

刀
ロ
ぃ
ぃ
ノ
 
 
 

行
政
改
革
委
員
会
O
B
会
監
修
『
行
政
改
革
委
員
会
 
総
理
へ
の
仝
提
言
1
規
制
緩
和
、
情
報
公
開
、
官
民
の
役
割
分
担
の
見
直
し
 
－
 
h
 
 

（
行
政
管
理
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
九
九
八
牛
）
一
八
一
頁
以
下
。
 
 
 

前
注
（
7
）
四
一
七
頁
以
下
い
 
 
 

h
t
t
p
l
・
＼
＼
w
w
w
．
m
e
誓
．
g
〇
．
j
p
＼
b
r
m
e
n
u
＼
s
h
呂
．
g
i
＼
t
O
S
h
O
＼
t
O
u
S
h
i
n
＼
纂
〓
≡
．
h
t
m
 
 
 

h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
．
m
e
已
．
g
〇
．
j
p
＼
b
■
∃
e
n
亡
＼
s
h
i
n
g
i
＼
t
O
S
h
O
＼
t
O
u
S
h
i
n
＼
O
N
宗
≡
．
h
t
m
 
 
 

h
t
t
p
‥
＼
＼
w
w
w
．
m
e
已
．
讐
．
j
p
＼
b
J
m
e
n
u
＼
s
h
i
n
g
i
＼
t
O
S
h
O
＼
t
O
u
S
h
i
n
＼
－
N
巴
∞
冨
．
h
t
m
 
 
 

石
倉
遼
蕾
「
教
科
再
検
定
の
法
的
性
格
」
法
律
時
報
囲
二
巻
り
○
号
七
〇
貫
以
†
。
 
 
 

兼
†
仁
 
『
教
育
法
 
（
新
版
）
h
 
（
有
斐
閣
、
u
九
七
八
年
）
 
三
石
五
～
三
五
六
買
り
 
 
 

前
注
（
1
3
）
三
九
四
～
二
九
五
貫
け
浪
本
勝
年
・
人
槻
健
・
永
井
憲
一
『
教
科
書
制
度
改
革
へ
の
提
言
』
 
（
あ
ず
み
の
喜
市
、
一
九
八
九
年
）
 
五
∴
 
 

貫
以
†
 
（
「
検
定
制
か
ら
n
l
届
出
制
』
 
へ
」
）
も
基
本
的
に
同
旨
で
あ
る
。
 
 
 

参
照
、
前
注
（
4
）
の
東
京
地
判
平
成
元
年
】
0
1
」
三
日
、
本
文
鳩
山
の
最
判
平
成
五
年
三
月
二
ハ
日
、
前
注
（
2
）
の
叢
刊
平
成
九
年
八
月
二
九
∩
、
 
 

横
浜
地
判
平
成
↓
○
年
四
日
二
三
□
、
東
京
高
利
平
成
一
四
年
五
月
∴
九
H
、
最
判
平
成
一
七
年
一
二
月
一
日
。
 
 
 

例
え
ば
、
検
定
不
合
格
処
分
の
取
消
し
を
求
め
ら
れ
た
最
高
裁
判
所
昭
和
五
七
隼
四
月
八
日
判
決
（
民
集
〓
六
巻
叩
号
五
丸
印
真
。
第
一
次
訴
訟
 
 

上
昔
審
判
決
）
は
、
検
定
（
不
合
格
処
分
）
 
の
処
分
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
扶
養
の
訴
え
の
利
益
の
喪
失
か
ら
訴
え
を
不
適
法
と
し
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

参
考
ま
で
に
掲
げ
る
と
、
学
校
数
育
法
二
二
八
条
は
、
同
条
の
委
任
す
る
同
法
施
行
令
二
二
条
の
一
‥
の
定
め
る
処
分
、
す
な
わ
ち
市
町
村
教
育
委
 
 

員
会
が
保
護
者
に
対
し
て
行
う
小
・
中
学
校
と
特
別
支
援
学
校
の
入
学
期
H
の
通
知
、
就
学
†
走
者
の
就
学
す
べ
き
小
・
中
学
校
と
特
別
支
援
学
校
 
 

の
指
定
に
つ
い
て
は
、
行
政
手
続
法
第
三
章
を
適
用
し
な
い
旨
を
定
め
て
い
る
。
 
 



同 法（60－2）250  

一
人
 
 

の
ご
霊
前
に
捧
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
。
 
 
 

先
生
は
、
教
科
書
検
定
問
題
に
も
多
大
の
関
心
を
寄
せ
ら
れ
、
本
稿
と
ほ
ほ
同
一
の
テ
ー
マ
の
論
文
二
編
を
遺
さ
れ
て
い
る
（
そ
れ
ら
は
、
室
井
力
『
現
 
 

代
行
政
法
の
原
理
』
（
劫
草
書
房
、
一
九
七
三
空
一
一
二
貞
以
下
、
同
『
現
代
行
政
法
の
展
開
』
（
有
斐
閣
、
一
九
七
人
年
）
二
八
八
景
以
下
に
収
め
ら
 
 

れ
て
い
る
）
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
を
作
成
す
る
に
当
た
り
再
三
参
照
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
 
 
 


